
【営業利用申請】 

サマーゲレンデにおけるレッスン等の営業利用について 

 

野沢温泉スポーツ公園では、サマーゲレンデをご利用いただく全てのお客様並びにスタッ

フの安全を確保する目的から、営利を目的とした活動（レッスン、キャンプ等）をされる

皆様の利用方法についてのルールを制定いたしました。ルールを遵守いただいた上でご利

用いただきますようご協力をお願いいたします。 

 
【利用ルール概要】 

①営業活動を実施される方は、事前に野沢温泉スポーツ公園へ登録申込手続きをお願いし

ます。 

②登録に際し、以下の書類を提出下さい。 
 １．登録申請書（様式 1） 
 ２．シーズン利用予定スケジュール（様式 3） 
 ３．指導者資格証等の写し 
 ４．保険加入証の写し 
   ※登録者の管理下において発生した傷害、賠償事故については登録者の責任におい

て対処いただきますので必ず保険加入をお願いいたします。 

③登録申請完了者への利用当日の営業リフト券貸与については下記のとおりとします。 

利用者数（営業利用者を除く） リフト券貸与数 

１～５名 無し 

５～１０名 １枚 

１１名以上 ２枚 

 
④利用当日の利用人数を報告下さい。※利用者名簿の提出の必要はありませんが、事故等

が発生した際に、提出をお願いする場合がございますので予めご承知おきください。 

⑤サマーゲレンデ利用者、受講者、指導者の安全のため、営業活動者および受講者のヘル

メット、肘・膝等のサポーターの着用を推奨いたします。また、安全基準につきまして

は、サマーゲレンデ利用規約及び野沢温泉スキースクールに準じます。 

 
【注意事項】 

①上記申請書を審査した結果、営業活動を許可するに適切ではないと判断した場合は、営

業活動を許可しない場合がありますので予めご了承ください。 

 
 



②営業活動者は、以下に掲げる行為は行ってはならないものとします。 
１．第三者への営業権の譲渡又は転貸 
２．サマーゲレンデ内における、暴走行為、危険行為又はその恐れのある行為 
３．国内外の法律、法令に違反する行為、又はその恐れのある行為 
４．スポーツ公園内における利用者への営業行為 

 
【登録申請料】 
申請にかかる費用の徴収はいたしませんが、当施設の不備等に起因しない事故等発生時に

当施設が被った損害等につきましては、実費請求をさせていただく場合がございますので、

予めご了承下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【申請先・お問い合わせ】   
〒389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷 8005-2 
野沢温泉スポーツサービス㈱ 
TEL.0269-85-2623 FAX.0269-85-3616 
メール：info@nozawaonsen.co.jp 



様式 1 

   申請日：   年   月   日 

 

 

野沢温泉スポーツサービス（株） 御中 

 

 

野沢温泉スポーツ公園 サマーゲレンデ営業活動利用 登録申請書 

 

 

【申請者】 

社名・団体名  

代表者  

住 所  

担当者名  

連絡先  

メール  

 

【添付資料】 

１、所属指導者名簿（法人等で代表者以外にスタッフがいる場合） 「様式 2」 

 ２、利用予定期間 「様式 3」 

   ※利用日が未定の場合は利用日が確定次第、事前にご連絡下さい。 

 

～ 宣誓書 ～ 
野沢温泉スポーツ公園サマーゲレンデを利用するにあたり、利用者の安全を確保すると

共に野沢温泉スポーツ公園サマーゲレンデ利用規約および利用ルールを遵守した上での営

業活動、施設利用をいたします。 

 
 

責任者署名：                       印 

 
 
 



様式 2 
【所属指導者名簿】※氏名及び所持資格を記載下さい。（例：野沢太郎 SAJ 指導員） 

１  ６  

２  ７  

３  ８  

４  ９  

５  １０  

 
様式 3 
【利用予定期間】※未定の場合は利用日が確定次第ご連絡下さい。（TEL、FAX、メール可） 

 利用期間 利用予定人数 

１ 月    日 ～    月    日  

２ 月    日 ～    月    日  

３ 月    日 ～    月    日  

４ 月    日 ～    月    日  

５ 月    日 ～    月    日  

６ 月    日 ～    月    日  

７ 月    日 ～    月    日  

８ 月    日 ～    月    日  

９ 月    日 ～    月    日  

１０ 月    日 ～    月    日  

１１ 月    日 ～    月    日  

１２ 月    日 ～    月    日  

１３ 月    日 ～    月    日  

１４ 月    日 ～    月    日  

１５ 月    日 ～    月    日  

その他、特記事項等 


